
      

 

平成１２年１月２８日 制  定（空航第５８号） 

令和 ４年３月２９日 最終改正（国空航第３０３７号） 

 

航 空 局 長 

 

運航規程審査要領 

 

Ⅰ．総則 

  本要領は、航空法（昭和２７年法律第２３１号。以下「法」という。）第１０４条第 

1 項に基づき本邦航空運送事業者の定める運航規程の航空法施行規則（昭和２７年運輸

省令第５６号。以下「規則」という。）第２１４条に規定する運航に関する事項及びそ

の技術上の基準への適合性の審査にあたっての指針を示すものである。法第１０４条第

１項に基づく運航規程の認可申請があった場合には、原則として、この要領により規則

第２１４条の技術上の基準への適合性を審査するものとする。また、航空機使用事業者

の定める運航基準の審査にあたっては、本要領を参考とするものとする。  

 

Ⅱ．運航規程審査基準 

１．運航管理の実施方法 

 (１) 運航管理者等の資格要件及び指名方法  

① 運航管理者、運航管理担当者及び運航管理補助者（以下「運航管理者等」とい

う。）について、資格要件及び指名方法が適切に定められていること。  

② 最大離陸重量が５．７ｔを超える飛行機又は最大離陸重量が９．０８ｔを超える

回転翼航空機を使用して行う航空運送事業の運航管理は、法第７８条の運航管理者

技能検定に合格した者が行うこととなっていること。               

③ ②の規定に関わらず、規則第１６６条の６第３号に掲げる飛行機を使用して行う

航空運送事業の運航管理は、この審査基準に定める訓練を受けた者が行うこととな

っていること。  

④ ②に掲げる航空機以外の航空機を使用して路線を定めて旅客の輸送を行う航空運

送事業の運航管理は、法第７８条の運航管理者技能検定に合格した者又は運航管理

を行うために必要な知識、技能及び経験を有することについて航空局長若しくは地

方航空局長による認定を取得した者が行うこととなっていること。  

 (２) 運航管理者等の配置  

 運航管理者等の運航基地ごとの配置が、運航の頻度等の業務量を考慮して適切に

定められていること。  

 (３) 運航管理者等の職務の範囲及び内容   

 運航管理者等の責任及び職務の範囲が明確に定められ、その内容が使用する航空



      

 

機の型式、飛行場の特性等に応じて、飛行前、飛行中及び飛行後ごとに適切に定め

られていること。  

(４) 運航管理の基準  

 飛行計画の作成及び出発の可否の決定の基準として、飛行方法、飛行の経路、代

替飛行場、使用飛行場の滑走路状態、巡航高度、必要な燃料量、離陸重量、着陸重

量等に係る事項が適切に定められていること。また、運航の監視及び飛行計画の変

更に係る基準が適切に定められていること。 

 

 ２．航空機乗組員及び客室乗務員の職務（客室乗務員の職務については、客室乗務員を

航空機に乗り組ませて事業を行う場合に限る。）  

 (１) 航空機乗組員の資格要件及び乗務要件  

① 航空機乗組員の資格要件及び乗務要件が、法第２８条及び第６９条の定める範囲

内において適切に定められていること。  

② 最大離陸重量が５.７ｔを超える飛行機又は最大離陸重量が９．０８ｔを超える回

転翼航空機を用いて行う航空運送事業の機長は法第７２条の機長認定を取得するこ

ととなっていること。  

③ ②に掲げる航空機以外の航空機を使用して路線を定めて旅客の輸送を行う航空運

送事業の機長は、機長として必要な知識及び能力を有することについて、航空局長

若しくは地方航空局長又はこれらの者が適当と認める者による認定を取得すること

となっていること。 

(２) 客室乗務員の資格要件及び乗務要件  

 客室乗務員の資格要件及び乗務要件が、使用する航空機の型式、職務の内容に応

じて適切に定められていること。  

 (３) 航空機乗組員及び客室乗務員の職務の範囲及び内容  

 航空機乗組員及び客室乗務員の責任及び職務の範囲が明確に定められ、その内容

が、飛行前、飛行中及び飛行後ごとに適切に定められていること。 

 

３．航空機乗組員及び客室乗務員の編成（客室乗務員の編成については、客室乗務員を航

空機に乗り組ませて事業を行う場合に限る。）  

 航空機乗組員の編成が、使用する航空機の型式、飛行の方法等に応じて、法第６５条

及び第６６条の規定の範囲内において適切に定められていること。  

 また、客室乗務員の編成が、使用する航空機の型式、客席数等に応じて適切に定めら

れていること。 

 

 ４．航空機乗組員及び客室乗務員の乗務割並びに運航管理者の業務に従事する時間の制

限（客室乗務員の乗務割については、客室乗務員を航空機に乗り組ませて事業を行う場



      

 

合に限る。）  

航空機乗組員の乗務割については、規則第１５７条の３の規定の範囲内において、乗

務時間と乗務時間以外の勤務時間により定められ、客室乗務員の乗務割については、運

航環境等を考慮し、客室乗務員の職務に支障を生じないよう定められていること。  

  また、運航管理者等の業務に従事する時間については、運航の頻度を考慮して運航管

理者等の職務に支障を生じないよう定められていること。 

 

 ５．航空機乗組員、客室乗務員及び運航管理者等の技能審査及び訓練の方法  

 （客室乗務員の技能審査及び訓練の方法については、客室乗務員を航空機に乗り組ませ

て事業を行う場合に限る。）  

(１) 技能審査及び訓練の方法  

   技能審査の課目及び実施方法並びに訓練の課目、実施方法及び時間が、機長、副

操縦士、客室乗務員、運航管理者等の職務に応じて適切に定められていること。  

(２) 技能審査担当者及び訓練担当者  

  技能審査及び訓練の課目及び目的に応じて、適切な技能審査担当者及び訓練担当

者が指名されることが定められていること。 

 

６．航空機乗組員に対する運航に必要な経験及び知識の付与の方法  

飛行する地域及び使用する飛行場の特性を勘案して、航空機乗組員に付与すべき経験

及び知識が適切に定められ、必要に応じて、飛行する地域及び使用する飛行場に係る有

しなければならない最近の飛行経験並びに確実に経験及び知識が付与されていることを

担保するための審査の方法が定められていること。 

 

７．離陸し、又は着陸することができる最低の気象状態  

(１) 最低気象状態  

① 有視界飛行方式により離着陸を行う場合  

 使用が予想されるすべての飛行場について、規則第 5 条又は外国当局等が定める

有視界気象条件以上の気象状態が定められていること。  

② 計器飛行方式により離着陸を行う場合  

 使用が予想されるすべての飛行場について、国（外国当局を含む。）又は飛行場の

管理者が定める気象状態以上であって、かつ、使用する航空機の型式、当該飛行場の

特性等に応じて適切な気象状態が定められていること。  

(２) 最低気象状態の適用の方法  

 計器飛行方式により離着陸を行う場合の最低気象状態の適用の方法が、飛行計画の作

成の段階、離陸の段階並びに進入及び着陸の段階ごとに定められていること。 

 



      

 

８．最低安全飛行高度  

 最低安全飛行高度は、航法上の誤差、航路上の地形特性及び気流のじょう乱を考慮

し、航空交通管制機関との交信が常時可能なように定められていること。  

また、多発機の場合にあっては、一つの発動機が不作動の場合でも着陸に適した飛行

場等に安全着陸できる高度、単発機の場合にあっては、発動機が不作動となった場合で

も当該航空機の滑空比によりあらかじめ選定した飛行場等に安全に着陸できる高度が、

有視界飛行方式及び計器飛行方式ごとに適切に定められていること。 

 

９．緊急の場合においてとるべき措置等  

 航空機乗組員、客室乗務員、運航管理者等の職員が緊急事態においてとるべき措置及

び緊急事態に備えてとるべき措置が、想定される機材故障、空中火災、外国からの要撃

等の事態に応じて適切に定められていること。また、救急用具の搭載場所及び取扱方法

が明確に定められていること。  

 

１０．航空機の運用の方法及び限界  

 航空機の運用の方法及び限界が、飛行規程で定める範囲内において航空機製造者のマ

ニュアル等に準拠して、かつ、操縦者の慣熟度、飛行場の特性及び気象状態を考慮して

適切に定められていること。また、滑走路面が雪氷等で覆われている場合等の制限、旅

客在機中の燃料補給の方法等が航空機の性能、特性等に応じて適切に定められているこ

と。  

  

１１．航空機の操作及び点検の方法  

(１) 操作手順、点検手順等  

 航空機の操作手順、点検手順等が、航空機の型式ごとに、飛行規程で定める範囲内

において航空機製造者のマニュアル等に準拠して、通常操作手順、故障時操作手順、

非常操作手順、点検手順等について適切に定められていること。  

(２) チェックリストの使用  

 航空機の型式ごとに、飛行規程、航空機製造者のマニュアル等に準拠して、飛行

前、飛行中及び飛行後の各段階における操作、点検及び緊急事態の発生時の措置につ

いて、チェックリストが適切に定められていること。  

 

１２．装備品、部品及び救急用具（以下「装備品等」という。）が正常でない場合におけ

る航空機の運用許容基準  

(１) 一般  

 運用許容基準の考え方が適切に定められていること。  

(２) 適用  



      

 

 運用許容基準の適用に当たっての考え方が適切に定められていること。  

(３) 運用許容基準要目  

 運用許容基準要目に設定すべき事項が定められていること。  

(４) 修理持越し基準  

 運用許容基準を適用して、修理を持越す場合の修理持越し基準（当該故障を修理し

なければならならない時期又は基地等）について必要な事項が定められていること。  

 

１３．飛行場、航空保安施設及び無線通信施設の状況並びに位置通報等の方法  

飛行の区間に応じて、航空路誌の記載内容と相違しないように、最低安全飛行高

度、地形及び障害物、使用する飛行場の出発進入方式、飛行する地域に適用される捜

索救難業務方式、救難信号その他当該事業に係る必要な情報を航路資料に定めるよう

になっていること。また、航路資料は、航空機乗組員、運航管理者等が容易に使用で

きるものとなっていること。  

 

１４. 地上取扱業務の実施方法及び地上取扱業務に従事する者の訓練の方法  

(１) 地上取扱業務の実施方法  

貨物及び手荷物の受取及び保管、航空機に係る積載及び重量配分の管理、積載物の

積込み及び取卸し（以上の各業務については危険物の取扱いを含む。）、旅客の安全

な乗降の確保、航空機の燃料の補給、航空機の雪氷の防除、航空機の地上走行の支援

その他空港等内において航空機が到着してから出発するまでの間に地上で実施する作

業であってその適切な実施が確保されない場合において航空機の運航の安全に支障を

及ぼすおそれのあるものに係る業務（以下「地上取扱業務」という。）に従事する者

の職務の範囲及び内容その他の地上取扱業務の実施方法が、地上取扱業務の内容に応

じて適切に定められていること。  

(２) 地上取扱業務に従事する者の訓練の方法  

① 訓練の方法  

地上取扱業務の内容に応じて、訓練の課目、実施方法及び時間が適切に定められて

いること。  

② 訓練担当者  

地上取扱業務の内容に応じて、適切な訓練担当者が指名されることが定められてい

ること。 

 

１５．航空機の運航に係る業務の委託の方法（航空機の運航に係る業務を委託する場合に

限る。）  

 運航に係る業務の委託についての基本方針、委託を行う業務の範囲及び内容、受託

者の選定基準、委託管理の方法等について必要な事項が適切に定められていること。  



      

 

 

Ⅲ．細目的事項  

 この要領を実施するために必要な細目的事項については、安全政策課長が別に定める。  

 

附 則（平成１２年１月２８日 国空航第５８号） 

 １．この要領は平成１２年２月１日から適用する。  

 ２．「定期航空運送事業者及び国際不定期航空運送事業者に係る運航規程審査要領」 

（平成９年６月３０日空航第４９２号）及び「運航規程審査要領（不定期航空運送事

業）」（昭和４５年８月２９日空航第３８０号）は、廃止する。  

附 則（平成２３年７月１日 国空航第４５４号）  

この要領は平成２３年７月１日から適用する。  

附 則（平成２７年５月８日 国空航第１号）  

１．この要領は、平成２７年５月８日から適用する。  

２．この要領の適用の際、現に認可を受けている運航規程又は認可の申請をしている運

航規程については、この要領による改正後のⅡ.14.の規定にかかわらず、この要領の

適用の日から起算して９月間は、なお従前の例によることができる。 

附 則（令和３年６月１５日 国空航第３７３号）  

この要領は令和３年６月１５日から適用する。  

 

附 則（令和４年３月２９日 国空航第３０３７号） 

この要領は令和４年４月１日から適用する。 

 


